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令和７年第６回 

 

遠軽町議会定例会会議録（第３号） 

 

令和７年１２月１１日（木）午前１０時００分開議 
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◎本日の会議に付議した事件 

              会議録署名議員の指名について 

 日程第３０ 議案第２６号 遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につ 

いて 

 日程第３１ 議案第２７号 遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び遠

軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正

について 

 日程第３２ 議案第２８号 遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部改正について 

 日程第３３ 議案第２９号 令和７年度遠軽町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第３４ 議案第３０号 令和７年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

号） 

 日程第３５ 議案第３１号 令和７年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第３６ 議案第３２号 令和７年度遠軽町水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第３７ 議案第３３号 令和７年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第３８ 議案第 １号 遠軽町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について 

       （付託案件） （民生・経済常任委員会審査報告、令和７年第５回臨時会

付託） 

   ────────────────────────────────── 

◎出席議員（１５名） 

 議 長 １５番  杉 本 信 一 君      １４番  佐 藤   昇 君 

      １番  秋 元 直 樹 君       ２番  戸 松 恵 子 君 

      ３番  阿 部 君 枝 君       ４番  白 幡 隆 一 君 

      ５番  遠 藤 明 美 君       ６番  佐 藤 和 徳 君 

      ７番  渡 辺 清 夏 君       ８番  山 本   悟 君 

      ９番  村 岡 敦 子 君      １０番  前 島 英 樹 君 
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     １３番  山 谷 敬 二 君 

──────────────────────────────────── 

◎欠席議員（０名） 

   ─────────────────────────────────── 

◎列席者 

 町     長  佐々木 修 一 君   教 育 長  佐 藤 祐 治 君 

 代表監査委員  髙 橋 義 久 君 

──────────────────────────────────── 

◎説明員 

 副  町  長         澤 口 浩 幸 君   総 務 部 長         鈴 木   浩 君 

 民 生 部 長         堀 嶋 英 俊 君   経 済 部 長  内 野 清 一 君 

 総 務 課 長  松 村 圭 悟 君   総務課契約担当課長  田 村 明 彦 君 

 企 画 課 長         大 西 公 太 君   財 政 課 長         今 井 昌 幸 君 

保健福祉課長         渡 邉 亮 司 君   住民生活課長  太 田 貴 幸 君 

 子育て支援課長  二 瓶 雄 介 君   農政林務課長         石 川 正 徳 君 

 商工観光課長  水 野   徹 君   水 道 課 長  小野寺   悟 君 

 生田原総合支所長         今 泉 郁 夫 君   生田原総合支所参事  大 泉 勝 義 君 

 丸瀬布総合支所長         大 川 寿 雄 君   丸瀬布総合支所参事  倉 内 健 一 君 

 白滝総合支所長  長 原 裕 一 君   白滝総合支所参事  吉 岡 秀 利 君 

 会 計 管 理 者         奥 山 隆 男 君   教 育 部 長         古 賀 伸 次 君 
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選挙管理委員会事務局長         松 村 圭 悟 君   農業委員会事務局長         石 川 正 徳 君 

──────────────────────────────────── 

◎議会事務局職員出席者 

 事 務 局 長  岩 井 誠 志 君   事 務 局 参 事  成 中 克 也 君 

 事 務 局 主 任  堂 前 あすか 君 
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午前１０時００分 開議  

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（杉本信一君） ただいまの出席議員は１５人であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（杉本信一君） 本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、 

阿部議員、今村議員を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎答弁の保留 

○議長（杉本信一君） 昨日の一般質問において、一時保留としていた阿部議員の質問に

対する答弁があります。 

 水野商工観光課長。 

○商工観光課長（水野 徹君） 昨日の一般質問で、阿部議員から現在行っております生

活応援遠軽プレミアム付商品券の事業費の金額についてですが、令和６年度の予算で繰越

明許費として対応しました金額が２,６５１万４,０００円。令和７年度、今年度追加があ

りました事業費が１,０３６万２,０００円。合計の事業費としましては３,６８７万６,０

００円というふうになってございます。以上です。 

○議長（杉本信一君） これをもって、答弁を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程追加の議決 

○議長（杉本信一君） お諮りします。 

 お手元に配付しました議事日程追加表のとおり、議案が提出されております。 

 これを日程に追加し、議題にしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議事日程追加表のとおり日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３０ 議案第２６号から日程第３７ 議案第３３号まで 

○議長（杉本信一君） 日程第３０ 議案第２６号遠軽町一般職の職員の給与に関する条

例の一部改正について、日程第３１ 議案第２７号遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例及び遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正について、

日程第３２ 議案第２８号遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部改正について、日程第３３ 議案第２９号令和７年度遠軽町一般会計補正予算（第７
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号）、日程第３４ 議案第３０号令和７年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）、日程第３５ 議案第３１号令和７年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第３

号）、日程第３６ 議案第３２号令和７年度遠軽町水道事業会計補正予算（第３号）、日

程第３７ 議案第３３号令和７年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第３号）、以上議案

８件は関連がありますので、一括して議題とします。 

 上程の順により提出者の説明を求めます。 

 松村総務課長。 

○総務課長（松村圭悟君） 議案第２６号遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部

改正について御説明いたします。 

 一般職の職員の給与につきましては、地方公務員法の規定に基づき、国家公務員の給与

改定の状況等を踏まえ、これまで改定をしてきたところであります。 

 本案は、今年の給与改定に当たりましても人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に

鑑み、一般職の職員の給与を改定するため、提案するものであります。 

 次ページ、別紙を御覧願います。 

 遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例であります。 

 この条例は２条の構成であります。改正の内容につきましては新旧対照表で御説明いた

しますので、５ページの次の参考資料をお開き願います。 

 第１条関係は、令和７年度に影響する改定であります。 

 第１４条は、通勤手当に関する規定でありまして、第２号ウ中「７,１００円」を「７,

３００円」に改め、同号エ中「１万円」を「１万４００円」に改め、同号オ中「１万２,

９００円」を「１万３,５００円」に改め、同号カ中「１万５,８００円」を「１万６,６

００円」に改め、同号キ中「１万８,７００円」を「１万９,７００円」に改め、同号ク中

「２万１,６００円」を「２万２,８００円」に改め、同号ケ中「２万４,４００円」を

「２万５,９００円」に改め、同号コ中「２万６,２００円」を「２万９,１００円」に改

め、同号サ中「２万８,０００円」を「３万２,３００円」に改め、同号シ中「２万９,８

００円」を「３万５,５００円」に改め、同号ス中「３万１,６００円」を「３万８,７０

０円」に改めるものであります。 

 次に２ページをお開き願います。 

 第２３条は、期末手当に関する規定でありまして、第２項は定年前再任用短時間勤務職

員以外の一般職に対する規定であり、１２月期の支給割合を「１００分の１２５」から

「１００分の１２７.５」に改め、年間支給割合を２.５月から２.５２５月に引き上げる

ものであります。 

 同条第３項は、定年前再任用短時間勤務職員に対する規定であり、１２月期の支給割合

を「１００分の７０」から「１００分の７２.５」に改め、年間支給割合を１.４月から

１.４２５月に引き上げるものであります。 

 次に、第２６条は勤勉手当に関する規定でありまして、第２項第１号は定年前再任用短
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時間勤務職員以外の一般職に対する規定であり、１２月期の支給割合を「１００分の１０

５」から「１００分の１０７.５」に改め、年間支給割合を２.１月から２.１２５月に引

き上げるものであります。 

 同項第２号は、定年前再任用短時間勤務職員に対する規定であり、１２月期の支給割合

を「１００分の５０」から「１００分の５２.５」に改め、年間支給割合を１月から１.０

２５月に引き上げるものであります。 

 次に、別表第１は一般職給料表でありまして、このページから５ページにかけて給料表

を改定するものであり、大卒初任給を１万２,０００円、高卒初任給を１万２,３００円引

き上げ、また、おおむね３０歳代後半までの職員が在籍する号棒に重点を置いた引上げ改

定を行い、その他の職員が在籍する号棒については改定率を低減する形で所要の改定をす

るものであります。 

 次に、参考資料の６ページを御覧願います。 

 第２条関係は、令和８年度に影響する改正であります。 

 第１４条は、通勤手当に関する規定でありまして、第２項第２号を「前項第２号に掲げ

る職員、６万６,４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で

定める額」に改めるものであります。 

 第２３条は、期末手当に関する規定でありまして、先ほどの第１条関係での改正による

期末手当の支給割合を令和８年度以降は、６月期、１２月期ともに同じ支給割合とするた

め改めるものでありまして、第２項は、定年前再任用短時間勤務職員以外の一般職の支給

割合を「１００分の１２７.５」から「１００分の１２６.２５」に改め、第３項は定年前

再任用短時間勤務職員の支給割合を「１００分の７２.５」から「１００分の７１.２５」

に改めるものであります。 

 第２６条は、勤勉手当に関する規定でありまして、先ほどの第１条関係での改正による

勤勉手当の支給割合を令和８年度以降は、６月期、１２月期ともに同じ支給割合とするた

め改めるものでありまして、第２項第１号は、定年前再任用短時間勤務職員以外の一般職

の支給割合を「１００分の１０７.５」から「１００分の１０６.２５」に改め、同項第２

号は、定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を「１００分の５２.５」から「１００分

の５１.２５」に改めるものであります。 

 次に、別紙であります議案の５ページにお戻り願います。 

 附則として、第１項から第３項までは施行期日等であり、第１項として、この条例は、

公布の日から施行するものであります。 

 ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日からであります。 

 第２項は、第１条による改正後の給与条例のうち、通勤手当及び一般職給料表の改定は

令和７年４月１日から適用することを規定しております。 

 第３項は、第１条による改正後の給与条例のうち、期末手当及び勤勉手当の支給割合の

改定は令和７年１２月１日から適用することを規定しております。 
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 第４項は、給与の内払について規定しております。 

 以上で、議案第２６号の説明を終わります。 

 次に、議案第２７号遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び遠軽町長、

副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 本案は、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定に鑑み、議会議員並び

に町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合を改定するため、提案するものでありま

す。 

 次のページ、別紙を御覧願います。 

 遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び遠軽町長、副町長及び教育長の

給与に関する条例の一部を改正する条例であります。 

 この条例は４条の構成でありまして、第１条及び第２条は議会議員の期末手当の支給割

合を改定する規定、第３条及び第４条は町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合を

改定する規定であります。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、次ページの参考資料

をお開き願います。 

 議会議員並びに町長、副町長及び教育長ともに改正の内容、期末手当の支給割合などは

同じでありますので、議会議員の例により参考資料の１ページで御説明いたします。 

 １条関係は、令和７年度の期末手当の支給割合を改定するもので、１２月期の支給割合

を「１００分の２３０」から「１００分の２３５」に改め、年間の支給割合を４.６月か

ら４.６５月に引き上げるものであります。 

 次の第２条関係は、令和８年度以降の６月期、１２月期ともに同じ支給割合とするた

め、「１００分の２３５」から「１００分の２３２.５」に改めるものであります。 

 前のページ、別紙に戻っていただきまして、附則として、第１項は施行期日であり、こ

の条例は公布の日から施行するものであります。 

 ただし、第２条及び第４条の規定は、令和８年４月１日からであります。 

 第２項は、第１条及び第３条による改正後の条例の規定は、令和７年１２月１日から適

用することを規定しております。 

 第３項は、期末手当の内払について規定しております。 

 以上で、議案第２７号の説明を終わります。 

 次に、議案第２８号遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正について御説明いたします。 

 本案は、一般職の職員の給与改定に鑑み、会計年度任用職員の給与を改定するため提案

するものであります。 

 次のページ、別紙を御覧願います。 

 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であります。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、１０ページの次の参
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考資料をお開き願います。 

 附則に、第３項として「令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間、第７条及

び第２６条の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対する通勤手当及び通勤にかかる費

用弁償の支給については、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条の規定による改正前の遠軽町一般職の職員の給与に関する条例第１４条の規定の例

による。」を加えるものであります。 

 別表第１は、給料表でありまして、このページから９ページにかけて給料表を改定する

ものであります。 

 会計年度任用職員の給料表は、一般職の職員の給料表を基準として定めており、一般職

給料表の改定に合わせて会計年度任用職員の給料表についても引き上げるため、所要の改

定をするものであります。 

 新旧対照表の前のページ、別紙の１０ページに戻っていただきまして、附則として、こ

の条例は令和８年４月１日から施行するものであります。 

 以上で、議案第２８号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 今井財政課長。 

○財政課長（今井昌幸君） 議案第２９号令和７年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）

について説明いたします。 

 令和７年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）につきましては、規定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ１億４,０９０万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２

４１億４,７４５万５,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の１、歳入から説明いたします。 

 １５款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に１億１４３万１,０００円を追加

し、総額を１４億５,０６０万７,０００円とするものです。 

 ２０款繰越金につきましては、１項繰越金に３,９４７万１,０００円を追加し、総額を

３億７２７万６,０００円とするものです。 

 これにより、歳入合計２４０億６５５万３,０００円に１億４,０９０万２,０００円を

追加し、総額を２４１億４,７４５万５,０００円とするものです。 

 次のページをお開き願います。 

 ２、歳出について説明いたします。 

 ２款総務費につきましては、１項総務管理費に１億４,２４９万３,０００円を追加し、

総額を８９億８,０７０万４,０００円とするものです。 

 ３款民生費につきましては、１項社会福祉費を１５９万１,０００円減額し、総額を３

１億９,９０５万８,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計２４０億６５５万３,０００円に１億４,０９０万２,０００円を
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追加し、総額を２４１億４,７４５万５,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から説

明いたします。 

 ８ページをお開き願います。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、特別職人件費につきましては、期末手当の

支給率の改定により、特別職期末手当１１万６,０００円、職員共済組合負担金１万２,０

００円を追加するものです。 

 一般職人件費４,０９３万４,０００円につきましては、給与改定のほか、人事異動に伴

う会計間異動及び職員の退職等により、一般職給から職員共済組合追加費用負担金まで予

算を補正するものです。 

 １５目物価高騰対策費、物価高騰対応重点支援事業、１億１４３万１,０００円につき

ましては、令和７年１１月に閣議決定した「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏

まえ、物価高騰の影響を受けた生活者等に対する支援をするため、緊急経済対策事業とし

て、高齢者等暖房費高騰対策助成事業及び生活応援券支給事業を実施するものです。 

 高齢者等暖房費高騰対策助成事業は、灯油価格を含むエネルギー価格の高騰により、暖

房費が家計に大きな負担となることから、所得の低い高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり

親世帯及び生活保護世帯に対し、冬季の暖房費として１世帯１万円を助成するもので、助

成にかかる案内及び決定通知の送付にかかる封筒の印刷製本費として１５万４,０００

円、案内等の郵送代にかかる通信運搬費７６万４,０００円、振込にかかる手数料３８万

２,０００円、高齢者等暖房費高騰対策助成金は、高齢者世帯２,７５０万世帯分、障がい

者世帯４００世帯分、ひとり親世帯分１５０世帯分、生活保護世帯１７０世帯分、合わせ

て３,４７０世帯分の３,４７０万円を計上するものです。 

 生活応援券助成事業は、物価高騰が続く中、生活者に対する食料品等の支援を行うた

め、全町民に対し、１人当たり３,０００円相当をめどに支給するもので、事業の実施主

体は遠軽商工会議所とし、実施に必要な事務費等を見込み、生活応援券支給事業補助金

６,５４３万１,０００円を計上するものです。 

 １０ページお開き願います。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、国民健康保険事業２０５万３,０００

円の減額につきましては、給与改定及び人事異動に伴う会計間異動に伴い、国民健康保険

特別会計繰出金を減額するものです。 

 介護保険事業４６万２,０００円つきましては、給与改定に伴い、介護保険特別会計繰

出金を追加するものです。 

 次に、２、歳入について説明いたします。 

 ６ページをお開き願います。 

 １５款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金１億１４３万１,０００円につ

きましては、緊急経済対策事業にかかる物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の追加
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です。 

 ２０款繰越金１項繰越金１目繰越金３,９４７万１,０００円につきましては、前年度繰

越金の追加です。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 太田住民生活課長。 

○住民生活課長（太田貴幸君） 議案第３０号令和７年度遠軽町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について御説明いたします。 

 本補正予算案につきましては、第１条第１項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ２０５万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１億２８８万３,

０００円とするものです。 

 第２項、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明い

たします。 

 １ページ目をお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の１、歳入から御説明いたします。 

 ５款繰入金につきましては、１項他会計繰入金を２０５万３,０００円減額し、総額を

２億９,１０４万８,０００円とするものです。 

 これにより、歳入合計２１億４９３万６,０００円を２０５万３,０００円減額し、総額

を２１億２８８万３,０００円とするものです。 

 次に、２、歳出について御説明いたします。 

 ２ページ目をお開き願います。 

 １款総務費につきましては、１項総務管理費を２０５万３,０００円減額し、総額を５,

６７６万３,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計２１億４９３万６,０００円を２０５万３,０００円減額し、総額

を歳入歳出同額の２１億２８８万３,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から御

説明いたします。 

 ８ページ目をお開き願います。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費２０５万３,０００円の減額につきまして

は、４月の人事異動による職員の異動と人事院勧告の給与改定による職員給与等を精査し

たところ、減額が見込まれることから、２節給料１１２万４,０００円、３節職員手当等

６８万５,０００円、４節共済費２４万４,０００円をそれぞれ減額するものです。 

 次に、２、歳入について御説明いたします。 

 ６ページ目をお開き願います。 

 ５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１節一般会計繰入金２０５万３,００

０円の減額につきましては、４月の人事異動による職員の異動と人事院勧告の給与改定に

よる職員給与等を精査したところ、給与、手当、共済費に減額が見込まれることから、一
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般会計からの繰入金を減額するものです。 

 以上で、議案第３０号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 渡邉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（渡邉亮司君） 議案第３１号令和７年度遠軽町介護保険特別会計補正予

算（第３号）について説明します。 

 令和７年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第３号）につきましては、既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２

１億５,９５２万３,０００円するものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明します。 

 次のページをお開きください。 

 第１表歳入歳出予算補正の１、歳入から説明します。 

 ８款繰入金につきましては、１項一般会計繰入金に４６万２,０００円を追加し、総額

を３億５,１２５万６,０００円とするものです。 

 これによりまして、歳入合計２１億５,９０６万１,０００円に４６万２,０００円を追

加し、総額を２１億５,９５２万３,０００円とするものです。 

 次に、２、歳出について説明します。 

 次のページをお開きください。 

 １款総務費につきましては、１項総務管理費に４６万２,０００円を追加し、総額を４,

２５６万５,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計２１億５,９０６万１,０００円に４６万２,０００円を追加し、

総額を歳入歳出同額の２１億５,９５２万３,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略しまして、３、歳出から説明し

ます。 

 ８ページをお開きください。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費、一般職人件費４６万２,０００円の追加に

つきましては、一般職給から職員共済組合負担金まで給与改定に伴う追加です。 

 次に、２、歳入について説明します。 

 ６ページをお開きください。 

 ８款繰入金１項一般会計繰入金４目その他一般会計繰入金４６万２,０００円の追加に

つきましては、職員給与費等一般会計繰入金の追加です。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 小野寺水道課長。 

○水道課長（小野寺 悟君） 議案第３２号令和７年度遠軽町水道事業会計補正予算（第

３号）について説明いたします。 

 第２条は、令和７年度遠軽町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予

定額を次のとおり補正するものです。 
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 支出につきまして、第１款水道事業費用第１項営業費用を３１万４,０００円減額し、

総額６億８,４０１万４,０００円とするものです。 

 第３条は、予算第８条に定めた職員給与費４,９９８万７,０００円を４,９８７万３,０

００円に改めるものです。 

 次の１ページは補正予算実施計画、２ページは予定キャッシュ・フロー計算書、３ペー

ジから４ページは予定貸借対照表で、説明は省略させていただきます。 

 次に、５ページをお開き願います。 

 補正予算明細により説明いたします。 

 収益的収入及び支出の支出、１款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費１節給

料３８万５,０００円の減額、２節手当６２万６,０００円の減額、３節賞与引当金繰入額

２５万３,０００円の減額、５節法定福利費２８万４,０００円の減額、６節法定福利費引

当金繰入額５万円の減額は、企業職員の給与改定及び人事異動によるものでございます。 

 続きまして、２目配水及び給水費１節給料２５万７,０００円の追加、２節手当４４万

２,０００円の追加、３節賞与引当金繰入額４万５,０００円の追加、５節法定福利費１１

万８,０００円の追加、６節法定福利費引当金繰入額１万５,０００円の追加は、企業職員

の給与改定によるものでございます。 

 ６ページをお開きいただきまして、３目総係費１節給料４０万５,０００円の追加、２

節手当１５万４,０００円の減額、３節賞与引当金繰入額２万３,０００円の追加、５節法

定福利費１２万９,０００円の追加、６節法定福利費引当金繰入額４,０００円の追加は、

企業職員の給与改定及び執行精査によるものでございます。 

 以上で、議案第３２号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第３３号令和７年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第３号）につい

て説明いたします。 

 第２条は、令和７年度遠軽町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正するものです。 

 支出につきまして、第１款下水道事業費用第１項営業費用に２０７万５,０００円を追

加し、総額１０億２,１５６万２,０００円とするものです。 

 第３条は、予算第９条に定めた職員給与費５,４１９万５,０００円を５,６２７万円に

改めるものです。 

 次に、１ページは補正予算実施計画、２ページは予定キャッシュ・フロー計算書、３

ページから４ページは予定貸借対照表で、説明は省略させていただきます。 

 次に、５ページをお開き願います。 

 補正予算明細により説明いたします。 

 収益的収入及び支出の支出、１款下水道事業費用１項営業費用１目管渠費１節給料４０

万円の追加、２節手当３５万６,０００円の追加、３節賞与引当金繰入額７万３,０００円

の追加、５節法定福利費１万９,０００円の追加、６節法定福利費引当金繰入額１万６,０
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００円の追加は、企業職員の給与改定によるもの。 

２目処理場費１節給料２６万３,０００円の追加、２節手当４４万１,０００円の追

加、３節賞与引当金繰入額４万４,０００円の追加、５節法定福利費１２万３,０００円の

追加、６節法定福利費引当金繰入額９,０００円の追加につきましても、企業職員の給与

改定によるもの。 

 ６ページをお開きいただきまして、４目総係費１節給料１万６,０００円の追加、２節

手当１４万３,０００円の追加、３節賞与引当金繰入額７万２,０００円の追加、５節法定

福利費８万４,０００円の追加、６節法定福利費引当金繰入額１万６,０００円の追加につ

きましても、企業職員の給与改定によるものでございます。 

 以上で、議案第３３号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、一括上程しました議案８件の質疑を行います。 

 質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。 

 これより、議案第２６号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第２６号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２７号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第２７号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２８号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第２８号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２９号の質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 ２款総務費、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ３款民生費、１０ページ、１１ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 １５款国庫支出金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２０款繰越金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

これをもって、議案第２９号の質疑を終わります。 

 次に、議案第３０号の質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 １款総務費、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 ５款繰入金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

これをもって、議案第３０号の質疑を終わります。 

 次に、議案第３１号の質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 １款総務費、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

次に、２、歳入に入ります。 

 ８款繰入金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） これをもって、議案第３１号の質疑を終わります。 

 次に、議案第３２号の質疑を行います。 

 質疑は、実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表を省略して、補正

予算明細により行います。 

 収益的収入及び支出、５ページ、６ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

これをもって、議案第３２号の質疑を終わります。 

 次に、議案第３３号の質疑を行います。 

 質疑は、実施計画予定、キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表を省略して、補正

予算明細により行います。 

 収益的収入及び支出、５ページ、６ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

これをもって、議案第３３号の質疑を終わります。 
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 これより、一括上程しました議案８件を採決いたします。 

 採決は、上程の順により、各案件ごとに行います。 

 これより、議案第２６号遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを

採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２７号遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び遠軽町長、

副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２９号令和７年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）を採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３０号令和７年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を採決

いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３１号令和７年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決いた

します。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３２号令和７年度遠軽町水道事業会計補正予算（第３号）を採決いたしま

す。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号令和７年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第３号）を採決いたし

ます。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３８ 議案第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第３８ 議案第１号遠軽町乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

 令和７年第５回臨時会において付託しました民生・経済常任委員会から審査報告書が提

出されておりますので、委員長の報告を求めます。 

 渡辺民生・経済常任委員長。 

○民生・経済常任委員長（渡辺清夏君） －登壇－ 

令和７年第５回遠軽町議会臨時会におきまして、民生・経済常任委員会に付託されま

した議案第１号遠軽町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について、遠軽町議会会議規則第７７条の規定により審査結果を報告します。 

 本条例につきましては、児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び

運営の基準を定めるため、必要な事項を定めるものです。 

 この付託議案につきましては、本委員会において、委員会審査を令和７年１１月２６

日、１２月１０日に行い、原案のとおり可とすることに決定したものであります。 

 以上で、民生・経済常任委員会に付託されました議案１件の報告を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１号遠軽町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は可とするものです。 
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 本案は、討論を省略し、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（杉本信一君） 以上をもって、本定例会の会議に付された事件は、全部終了しま

した。 

 会議を閉じます。 

 以上で、令和７年第６回遠軽町議会定例会を閉会いたします。 

午前１０時４４分 閉会 

  




